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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料噴射弁による内燃機関への燃料の噴射供給を停止する燃料カットを実行する第１制
御部と、
　前記燃料噴射弁内の燃料をヒータにより加熱する加熱処理を実行する第２制御部と、
　前記加熱処理の実行中は前記燃料カットを禁止する第３制御部と
　を備える内燃機関の燃料噴射装置。
【請求項２】
　前記第３制御部は、前記加熱処理の実行中に前記燃料カットの実行要求が出されても前
記燃料カットを実行しないことによって前記燃料カットの禁止を行う
　請求項１に記載の内燃機関の燃料噴射装置。
【請求項３】
　前記加熱処理が終了し前記ヒータがオフされた後に、前記燃料カットの禁止を解除する
　請求項１又は２に記載の内燃機関の燃料噴射装置。
【請求項４】
　前記加熱処理が終了し前記ヒータがオフされてから所定期間が経過したときに前記燃料
カットの禁止を解除する
　請求項３に記載の内燃機関の燃料噴射装置。
【請求項５】
　燃料噴射弁による内燃機関への燃料の噴射供給を停止する第１処理と、
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　前記燃料噴射弁内の燃料をヒータにより加熱する第２処理と、
　前記第２処理の実行中は前記第１処理を禁止する第３処理と
　を行う燃料噴射方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、燃料噴射弁と燃料噴射弁内の燃料を加熱するヒータとを備える内燃機関の
燃料噴射装置及び燃料噴射方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載の燃料噴射装置では、燃料噴射弁内の燃料をヒータにより加熱して噴
射燃料を温度上昇させることにより、その霧化を促進するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１４７２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、内燃機関の燃料噴射装置では、燃費向上のために、減速時に燃料噴射弁によ
る燃料噴射を停止する燃料カットを行うようにしている。こうした燃料カットと上記特許
文献１に記載のヒータによる噴射燃料の加熱制御を併せて実行する場合には、次の問題が
生じるおそれがある。すなわち、燃料カットが行われると、燃料噴射弁内に新たに燃料が
流れ込まなくなり、同燃料噴射弁内に燃料が滞留した状態となる。そして、この燃料噴射
弁内に滞留する燃料がヒータにより加熱されると、その燃料の温度が過度に上昇し、同燃
料噴射弁内にベーパが発生するおそれがある。このようにベーパが発生すると、燃料カッ
トから復帰して燃料噴射が開始されても所望とする量の燃料を噴射できないおそれがある
。
【０００５】
　この発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、燃料噴射弁内の燃料
をヒータにより加熱する燃料噴射装置及び燃料噴射方法にあって、燃料噴射弁内の燃料の
温度が過度に上昇して燃料噴射弁内にベーパが発生することを抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するための内燃機関の燃料噴射装置は、燃料噴射弁による内燃機関への
燃料の噴射供給を停止する燃料カットを実行する第１制御部と、燃料噴射弁内の燃料をヒ
ータにより加熱する加熱処理を実行する第２制御部とを有するものである。更に、加熱処
理の実行中は燃料カットを禁止する第３制御部を有している。また、上記課題を解決する
ための燃料噴射方法は、燃料噴射弁による内燃機関への燃料の噴射供給を停止する第１処
理と、燃料噴射弁内の燃料をヒータにより加熱する第２処理とを行うものである。更に、
第２処理の実行中は第１処理を禁止する第３処理を行う。
【０００７】
　これらの構成によれば、ヒータによって燃料噴射弁内の燃料が加熱されているときは、
燃料カットが禁止され、燃料噴射弁内には新たな燃料が流れ込むようになる。したがって
、燃料噴射弁内の燃料は過度に温度上昇する前に噴射されるとともに、燃料の流れが停止
されることによるヒータや燃料噴射弁の過昇温も抑制されるようになる。このため、燃料
噴射弁内における燃料の過度な温度上昇を抑えることができ、燃料噴射弁内にベーパが発
生することを抑制することができる。
【０００８】
　第３制御部による燃料カットの禁止は、例えば、加熱処理の実行中に燃料カットの実行
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要求が出されても燃料カットを実行しないことによって行われる。
　また、ここで例えば、燃料カットの禁止を、加熱処理が終了しヒータがオフされてから
所定期間が経過したときに解除する等、燃料カットの禁止は、加熱処理が終了しヒータが
オフされた後に解除することが望ましい。
【０００９】
　加熱処理が終了した直後では、ヒータや燃料噴射弁の温度が高い。このため、仮に加熱
処理が終了した直後に燃料カットの禁止が解除されて、これに伴って燃料カットが行われ
ると、燃料噴射弁内に滞留した燃料がヒータや燃料噴射弁の熱によって加熱されてその温
度が過度に上昇し、燃料噴射弁内にベーパが発生するおそれがある。
【００１０】
　上記構成では、加熱処理が終了しヒータがオフされてから所定期間が経過するまでは、
燃料カットの禁止が解除されない。したがって、燃料により冷却されてヒータや燃料噴射
弁の温度が十分に低下してから燃料カットが行われるようになる。このため、燃料噴射弁
内における燃料の過度な温度上昇を抑えることができ、燃料噴射弁内にベーパが発生する
ことを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】内燃機関の燃料噴射装置及びその周辺構造を示す概略図。
【図２】加熱制御の実行手順を示すフローチャート。
【図３】燃料カット制御の実行手順を示すフローチャート。
【図４】燃料カット禁止制御の実行手順を示すフローチャート。
【図５】加熱実行条件、燃料カット実行条件、燃料カットの禁止及び許可、燃料カット処
理の実行及び停止の推移を示すタイムチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、内燃機関の燃料噴射装置及び燃料噴射方法の一実施形態について説明する。
　図１に示すように、燃料噴射装置２０は、内燃機関１０の吸気通路１１に設けられた燃
料噴射弁２１によって同吸気通路１１に燃料を噴射供給する。内燃機関１０は、アルコー
ル（具体的には、エタノール）のみ、あるいはガソリンのみを燃料として用いて運転する
ことができ、更にアルコールとガソリンとが任意の割合で混合された混合燃料を用いて運
転することもできる。
【００１３】
　燃料噴射弁２１には、燃料タンク２５内の燃料が燃料ポンプ２６によって圧送されてい
る。また、燃料噴射弁２１には電熱式のヒータ２２が内蔵されており、このヒータ２２に
電力を供給することによって燃料噴射弁２１内の燃料を加熱することができる。
【００１４】
　内燃機関１０には、その運転状態を検出するための各種センサが設けられている。各種
センサとしては、クランクシャフト１５の回転速度（機関回転速度）を検出するための回
転速度センサ３１、燃焼室１３に吸入される空気の量（吸入空気量）を検出するためのエ
アフローメータ３２、及び内燃機関１０の冷却水の温度（冷却水温）を検出するための水
温センサ３３が設けられている。更に、排気の酸素濃度を通じて混合気の空燃比を検出す
るための空燃比センサ３４、及びアクセルペダル４０の操作量（アクセル操作量）を検出
するためのアクセルセンサ３５が設けられている。
【００１５】
　こうした各種センサの出力信号は燃料噴射装置２０の一部として機能する制御装置３０
に入力される。この制御装置３０は、各種センサの出力信号に基づいて各種の演算を行い
、内燃機関１０の運転に係る各種の機関制御を演算結果に基づいて実行する。
【００１６】
　各種の機関制御としては、例えば燃料噴射弁２１を制御する燃料噴射制御が挙げられる
。この燃料噴射制御では、まず機関負荷及び機関回転速度に基づいて混合気の空燃比を所
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望の比率（例えば理論空燃比）にするための基本燃料噴射量が算出される。尚、機関負荷
は、吸入空気量と機関回転速度とに基づき算出される。
【００１７】
　そして、空燃比センサ３４により検出される実際の空燃比と目標空燃比との差に基づい
て、空燃比フィードバック補正係数が算出される。具体的には、実際の空燃比が目標空燃
比よりリッチ側の比率である場合には空燃比フィードバック補正係数から所定量が減算さ
れ、リーン側の比率である場合には空燃比フィードバック補正係数に所定量が加算される
。この空燃比フィードバック補正係数に基づいて、空燃比学習値やアルコール濃度学習値
の学習が実行される。これら空燃比学習値及びアルコール濃度学習値により、空燃比フィ
ードバック補正係数とその基本値（＝「１．０」）との定常的な乖離量が補償される。そ
して、空燃比学習値の学習処理では、直近の所定期間における空燃比フィードバック補正
係数の平均値を算出するとともに同平均値から「１．０」を減算した値を空燃比学習値に
加算することにより、空燃比学習値の更新が行われる。
【００１８】
　ここで、内燃機関１０に供給される燃料のアルコール濃度が変化すると、これによる排
気の酸素濃度の変化に伴って空燃比フィードバック補正係数が変化するようになるため、
上記学習処理ではアルコール濃度学習値の更新についても空燃比学習値と同様の更新で行
われる。ただし、アルコール濃度学習値を学習する処理は、燃料タンク２５内への燃料補
給が行われたと判定されたことを条件に、その後の所定期間にわたって空燃比学習値を学
習する処理の実行を禁止した上で実行される。このようにしてアルコール濃度学習値を学
習することにより、燃料タンク２５内への燃料補給が行われたときに、以後における空燃
比フィードバック補正係数の変化が燃料のアルコール濃度の変化に伴うものであるとして
、同空燃比フィードバック補正係数の変化に応じてアルコール濃度学習値が更新される。
尚、燃料タンク２５への燃料補給がなされたことは、残量センサによって燃料タンク２５
内の燃料残量の増加が検知されたことなどをもって判定することができる。
【００１９】
　これら空燃比学習値及びアルコール濃度学習値が空燃比フィードバック補正係数に加算
されるとともに、その総和と基本燃料噴射量とを乗算した値が最終燃料噴射量として算出
される。そして、この最終燃料噴射量に基づいて、燃料噴射時間、すなわち燃料噴射弁２
１の開弁時間が算出され、同燃料噴射時間に基づいて燃料噴射弁２１が開弁駆動される。
これにより、最終燃料噴射量に相当する量の燃料が燃料噴射弁２１から噴射されて内燃機
関１０の燃焼室１３に供給される。
【００２０】
　また、制御装置３０は、ヒータ２２によって燃料噴射弁２１内の燃料を加熱する加熱制
御や、燃料噴射弁２１による燃料噴射を停止する燃料カット制御を実行する。以下、これ
ら加熱制御及び燃料カット制御について説明する。尚、これら加熱制御及び燃料カット制
御は、制御装置３０によって所定周期毎に繰り返し実行される。
【００２１】
　まず、加熱制御の実行手順について図２を参照して説明する。
　図２に示すように、加熱制御が開始されると、まず加熱実行条件が成立しているか否か
が判断される（ステップＳ１１０）。ここでは、冷却水温が所定温度以下であることと、
燃料のアルコール濃度学習値が所定値以上であることとがいずれも成立していることをも
って加熱実行条件が成立していると判断される。加熱実行条件が成立していないと判断さ
れると（ステップＳ１１０：ＮＯ）、本処理は一旦終了される。一方、加熱実行条件が成
立していると判断されると（ステップＳ１１０：ＹＥＳ）、加熱量Ｈが設定される（ステ
ップＳ１２０）。ここでは、例えば冷却水温、アルコール濃度学習値、及び最終燃料噴射
量に基づいて加熱量Ｈが設定される。そして、加熱量Ｈに応じた電力が供給されてヒータ
２２がオンされることにより、ヒータ２２による加熱が開始される（ステップＳ１３０）
。この加熱処理によって、燃料噴射弁２１内の燃料が加熱されて同燃料噴射弁２１の噴射
燃料が温度上昇することにより、燃料の霧化が促進される。このヒータ２２による加熱は
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、加熱実行条件が不成立となるまで継続して行われる（ステップＳ１４０：ＮＯ）。加熱
実行条件が不成立となると（ステップＳ１４０：ＹＥＳ）、ヒータ２２による燃料噴射弁
２１内の燃料の加熱が終了される（ステップＳ１５０）。これにより、ヒータ２２がオフ
されて、本処理は一旦終了される。尚、図２の加熱制御に係る一連の処理を実行する制御
装置３０は、第２制御部として機能する。また、ステップＳ１３０及びステップＳ１４０
：ＮＯの処理が第２処理に相当する。
【００２２】
　次に、燃料カット制御の実行手順について図３を参照して説明する。
　図３に示すように、燃料カット制御が開始されると、まず燃料カット実行条件が成立し
ているか否かが判断される（ステップＳ２１０）。ここでは、機関回転速度が所定回転速
度ＮＥｐ以上であることと、車両が減速状態にあることとがいずれも成立していることを
もって燃料カット実行条件が成立していると判断される。尚、車両が減速状態にあるか否
かについては、例えばアクセル操作量に基づいて判定することができる。燃料カット実行
条件が成立していないと判断される間は（ステップＳ２１０：ＮＯ）、このステップＳ２
１０の判断が繰り返し行われる。そして、燃料カット実行条件が成立していると判断され
ると（ステップＳ２１０：ＹＥＳ）、燃料カットの実行要求が出されて燃料カットが開始
される（ステップＳ２２０）。この燃料カット処理は、燃料カット実行条件が不成立とな
るまで継続して行われる（ステップＳ２３０：ＮＯ）。燃料カット実行条件が不成立とな
ると（ステップＳ２３０：ＹＥＳ）、燃料カットが終了され（ステップＳ２４０）、本処
理は一旦終了される。尚、図３の燃料カット制御に係る一連の処理を実行する制御装置３
０は、第１制御部として機能する。また、ステップＳ２２０及びステップＳ２３０：ＮＯ
の処理が第１処理に相当する。
【００２３】
　また、制御装置３０は、加熱処理の実行中に燃料カットを禁止する燃料カット禁止制御
を実行する。以下、この燃料カット禁止制御の実行手順について図４を参照して説明する
。尚、燃料カット禁止制御は、制御装置３０によって所定周期毎に繰り返し実行される。
【００２４】
　図４に示すように、燃料カット禁止制御が開始されると、まず加熱実行条件が成立して
いるか否かが判断される（ステップＳ３１０）。この加熱実行条件は、上記加熱制御のス
テップＳ１１０でその成立が判断された加熱実行条件と同じ条件である。すなわち、この
ステップＳ３１０では、燃料噴射弁２１内の燃料がヒータ２２により加熱されているか否
かが判断される。加熱実行条件が成立していると判断されると（ステップＳ３１０：ＹＥ
Ｓ）、加熱処理の実行中であるとして、燃料カットが禁止される（ステップＳ３２０）。
これにより、燃料カット処理の実行中である場合は燃料カット処理の実行が停止され、燃
料カット処理の実行がなされていない場合は以後の燃料カット処理の開始が禁止される。
すなわち、加熱処理の実行中に燃料カットの実行要求が出されても燃料カットが実行され
ない。こうした燃料カットの禁止は、加熱実行条件が成立している間は継続して行われる
。
【００２５】
　そして、加熱実行条件が不成立となっていると判断されると（ステップＳ３１０：ＮＯ
）、加熱処理が終了してヒータ２２がオフされたとして、加熱実行条件が不成立となって
から所定期間が経過したか否かが判断される（ステップＳ３３０）。尚、加熱量Ｈが多い
ほど、加熱処理が終了した直後におけるヒータ２２や燃料噴射弁２１の温度が高い。この
ため、加熱量Ｈが多いほど所定期間が長く設定される。また、最終燃料噴射量、すなわち
この時点で燃料噴射弁２１から噴射されている燃料の量が多いほど、燃料によって冷却さ
れてヒータ２２や燃料噴射弁２１の温度が低下しやすい。このため、最終燃料噴射量が多
いほど所定期間が短く設定される。そして、加熱実行条件が不成立となってから所定期間
が経過するまでは（ステップＳ３３０：ＮＯ）、ヒータ２２や燃料噴射弁２１の温度が十
分に低下していないとして、本処理はそのまま終了される。一方、加熱実行条件が不成立
となってから所定期間が経過したと判断されると（ステップＳ３３０：ＹＥＳ）、ヒータ
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２２や燃料噴射弁２１の温度が十分に低下したとして、燃料カットの禁止が解除される（
ステップＳ３４０）。これにより、この時点で燃料カットの実行要求がある場合は燃料カ
ット処理が実行され、燃料カットの実行要求がない場合は以後の燃料カットの開始が許可
される。そして、本処理は一旦終了される。尚、図４の燃料カット禁止制御に係る一連の
処理を実行する制御装置３０は、第３制御部として機能する。また、ステップＳ３１０：
ＹＥＳ及びステップＳ３２０の処理が第３処理に相当する。
【００２６】
　次に、この燃料噴射装置２０及び同燃料噴射装置２０による燃料噴射方法の作用につい
て説明する。
　図５に示すように、燃料カット実行条件が成立したときに（タイミングｔ１）、加熱実
行条件が不成立となっていると、燃料カットが開始される。この燃料カット処理は、燃料
カット実行条件が成立し、且つ加熱実行条件が不成立となっている間継続して行われる（
タイミングｔ１～ｔ２）。そして、燃料カット実行条件が不成立となると（タイミングｔ
２）、燃料カットが停止される。
【００２７】
　一方、加熱実行条件が成立して、ヒータ２２による燃料噴射弁２１内の燃料の加熱が実
行されると（タイミングｔ３）、燃料カットが禁止される。尚、この時点では燃料カット
実行条件が不成立となっているため、タイミングｔ３前後で燃料カット処理が停止された
状態が維持されることとなる。そして、加熱実行条件が成立している間に、すなわち加熱
処理の実行中に、燃料カット実行条件が成立すると（タイミングｔ４）、燃料カットが禁
止されているため、燃料カット処理は停止されたままとなる。その後、加熱実行条件が不
成立となると（タイミングｔ５）、ヒータ２２による加熱が終了されるが、この加熱実行
条件の不成立から所定期間が経過するまでは、燃料カットが禁止されたまま維持される。
そして、加熱実行条件の不成立から所定期間が経過したと判断されると、燃料カットの禁
止が解除される（タイミングｔ６）。尚、このタイミングｔ６の時点では、燃料カット実
行条件が成立しているため、これに伴い燃料カットが開始される。そして、燃料カット処
理は、燃料カット実行条件が成立し、且つ加熱実行条件が不成立となっている間継続して
行われる。その後、燃料カット実行条件が不成立となると（タイミングｔ７）、燃料カッ
トが停止される。
【００２８】
　上述した燃料噴射装置２０及び燃料噴射方法によれば以下の効果を奏することができる
。
　（１）加熱処理を通じてヒータ２２によって燃料噴射弁２１内の燃料が加熱されている
ときは、燃料カットが禁止され、燃料噴射弁２１内には新たな燃料が流れ込むようになる
。したがって、燃料噴射弁２１内の燃料は過度に温度上昇する前に噴射されるとともに、
燃料の流れが停止されることによるヒータ２２や燃料噴射弁２１の過昇温も抑制されるよ
うになる。このため、燃料噴射弁２１内における燃料の過度な温度上昇を抑えることがで
き、燃料噴射弁２１内にベーパが発生することを抑制することができる。
【００２９】
　（２）加熱処理が終了した直後では、ヒータ２２や燃料噴射弁２１の温度が高い。この
ため、仮に加熱処理が終了した直後に燃料カットの禁止が解除されて、これに伴って燃料
カットが行われると、燃料噴射弁２１内に滞留した燃料がヒータ２２や燃料噴射弁２１の
熱によって加熱されてその温度が過度に上昇し、燃料噴射弁２１内にベーパが発生するお
それがある。上述の燃料噴射装置２０では、加熱処理が終了しヒータ２２がオフされてか
ら所定期間が経過するまでは、燃料カットの禁止が解除されない。したがって、燃料によ
り冷却されてヒータ２２や燃料噴射弁２１の温度が十分に低下してから燃料カットが行わ
れるようになる。このため、燃料噴射弁２１内における燃料の過度な温度上昇を抑えるこ
とができ、燃料噴射弁２１内にベーパが発生することを抑制することができる。
【００３０】
　尚、上述の実施形態は以下のように変更して実施することもできる。また、上述の実施
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　・図２のステップＳ１２０を省略して、加熱量Ｈを予め定めた一定量としてもよい。
【００３１】
　・図４のステップＳ３３０で用いた所定期間を予め定めた一定の期間としてもよい。尚
、所定期間を一定の期間とする場合には、加熱処理が終了した時点から所定期間が経過す
るまでの間でヒータ２２や燃料噴射弁２１の温度が十分に低下するように、所定期間が十
分に長い期間に設定される。
【００３２】
　・加熱処理が終了した直後に燃料カットの禁止を解除するようにしてもよい。すなわち
、図４の燃料カット禁止制御において、ステップＳ３３０を省略して、加熱実行条件が不
成立となったら（ステップＳ３１０：ＮＯ）、燃料カットの禁止を解除するようにしても
よい（ステップＳ３４０）。また、加熱量Ｈ及び最終燃料噴射量に基づいて燃料カットの
禁止を解除するか否かを都度決定するようにしてもよい。こうした形態によっても、ヒー
タ２２による燃料噴射弁２１内の燃料の加熱中に同燃料噴射弁２１内にベーパが発生する
ことを抑制することはできる。
【００３３】
　・燃料噴射弁２１として、内燃機関１０の気筒に設けられるとともに燃焼室１３内に直
接燃料を噴射供給する燃料噴射弁を採用することも可能である。
　・内燃機関１０としては、アルコールを燃料として用いた運転のみが可能なもの、アル
コールとガソリンとが混合された混合燃料を燃料として用いた運転のみが可能なもの、及
びガソリンを燃料として用いた運転のみが可能なもののいずれの形態であっても採用可能
である。尚、ガソリンを燃料として用いる内燃機関１０の場合には、アルコール濃度学習
値の更新が省略されるとともに、図２の加熱制御における加熱実行条件や加熱量Ｈの設定
に係るパラメータにおいて、アルコール濃度学習値が省略されることとなる。
【符号の説明】
【００３４】
　１０…内燃機関、２０…燃料噴射装置、２１…燃料噴射弁、２２…ヒータ、３０…制御
装置。
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